
更生保護女性会綱領 

 

一、私たちは、一人ひとりが人として尊重され、 

  社会の一員として連携し、心豊かに生きられる 

  明るい社会をめざします 

 

二、私たちは、更生保護の心を広め、次代を担う青 

  少年の健全な育成に努めるとともに、関係団体と  

  連携しつつ、過ちに陥った人たちの更生のための 

  支えとなります 

 

三、私たちは、知識を求め自己研鑽に励むとともに、 

  あたたかな人間愛をもって明るい社会づくりの 

  ために行動します 

 



更生保護女性会の活動 

 
■社会参加活動 

犯罪や非行のない明るい地域を実現するため、保護司・保護司会をはじめ、

地域の関係機関・諸団体と協力し青少年の育成を支援しています。 

  

■犯罪、非行予防活動 

家庭や地域の問題をテーマにしたミニ集会、映画鑑賞など、様々な活動を行

っています。“社会を明るくする運動”や門真祭りでの啓発活動にも力を入れて

います。 

 

■子育て支援活動 

通学路の見守りや声かけ運動、子育てについての講演会などを開催し、安心

した子育てができる環境づくりに参加しています。 

 

■矯正施設、更生保護施設への支援 

被収容者の立ち直り支援のため、施設の行事に参加したり、日用品の援助や

寄付などをしています。 

 

■研鑽活動 

 研修会や講演会、社会見学を実施しています。 

 年１回のブロック研修などを通して、他地域の活動学び、交流を深めます。 

 大阪保護女性連盟主催『大阪更生保護女性のつどい』では、功績が顕著な会

員の表彰があります。 

 

■広報活動 

  年間１～２回、広報紙“芽ぶき”を発行しています。 

 

■その他  

  大阪保護女性連盟主催『更生保護茶会』、前進座の観劇事業、麺類頒布事業

などがあります。 

 

■門真地区の年会費は３,０００円です。 


